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青森市障がい福祉計画第５期計画策定の概要 
 

１ 障がい福祉計画等の策定根拠 

（１）障がい福祉計画 

障がい福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障

害者総合支援法）第 88条の規定に基づき、国の基本指針に即して、障がい福祉サービスの

提供体制の確保等について定める計画です。 

（２）障がい児福祉計画 

障がい児福祉計画は、児童福祉法の改正（平成 30年 4月 1日施行）により策定が義務づ

けられ、同法第 33 条の 20 の規定に基づき、国の基本指針に即して、障がい児通所支援及

び障がい児相談支援の提供体制の確保等について定める計画であり、障がい福祉計画と一

体のものとして作成することができます。 

（３）青森市障がい福祉計画第５期計画 

本市においては、障がい児福祉計画を含む障がい福祉計画を「青森市障がい福祉計画第

５期計画」とし、その策定に当たっては、障害者基本法に基づき策定された障がい者（児）

施策の基本的な方針について定める計画である「青森市障がい者総合プラン」の実施計画

と位置付け、両計画における整合性を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画期間 

計画期間は、平成 30年度から平成 32年度までとします。 

計画名称 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

青森市障がい福祉計画 

（青森市障がい児福祉計画） 

         

青森市障がい者総合プラン          

 

３ 計画策定の体制 

（１）計画の策定に当たっては、「青森市健康福祉審議会障がい者福祉専門分科会」において審

議を行います。 

（２）サービスの利用実態や障がい者のニーズ等を把握し、計画に反映させるため、障がい者

等や事業者に対するアンケート調査を行います。 

（３）当事者やその家族の方のほか、保健・医療・福祉・教育・雇用等の関係者で構成する「青

森市障がい者自立支援協議会」の意見を聴きます。 

（４）障がい者団体等からの意見を聴きます。 

整合性 

青森市障がい福祉計画 

（障がい福祉サービス等の実施に関する計画） 

青森市障がい者総合プラン 

【平成 28年 3月策定】 

（施策の基本的な方針について 

定める計画） 

障害者総合支援法  障害者基本法  
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平成 29 年 5 月 25 日 

障がい者福祉専門分科会 

第 3期計画 第 4期計画 第 5期計画 

青森市障がい児福祉計画 

（障がい児通所支援等の実施に関する計画） 

児童福祉法  

青森市障がい福祉計画第５期計画 

 障がい児福祉計画 
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４ スケジュール 

 

年月 策定業務 障がい者福祉専門分科会 

H29.5 月 

 
■アンケート案作成 
・障がい者等アンケート案 
・事業所アンケート案 

 
 
 
 
 

 
 
 
■専門分科会 
第 1 回開催(5/25) 

 ・計画策定について 
 ・アンケート調査について 
 

6 月 

 
■アンケート配布準備 
 

 

7 月 

 
■アンケート調査実施 
 ・調査期間：7/1～7/25 
 

 
 

8 月 

 
■アンケート集計・分析 
■第 2回障がい者自立支援協議会 

 
 

9 月 

 
■計画素案（案）作成 
（アンケート結果反映） 

 

 

10 月 

 
 
 
 
 
 
■障がい者団体からの意見聴取 

 
■専門分科会 
第 2 回開催（中旬） 

 ・アンケート結果について 
 ・第 4期障がい福祉計画フォローアップ 
・計画素案（案）について 
 

11 月 

 
■第 3回障がい者自立支援協議会 
■計画素案作成 
 
 
■計画素案完成 

 
 
■専門分科会 
第 3 回開催（下旬） 

 ・計画素案について 

12 月 
■県計画との調整 

 
 
 H30.1 月 

2 月 

 
 
 
 

 
■専門分科会 
第 4 回開催（中旬） 

 ・計画（案）について 
 

3 月 

 
■計画策定 
■計画策定周知 
 

 

 


